
監理団体は３カ月に一度実施者のもとで監査を行いその結果を外国人技能実習機

構へ提出することが技能実習法で義務付けられています。

特定技能外国人関連においても、3か月に一度、所属機関と特定技能外国人と面談を行

い、その結果を入国管理局へ提出することが出入国管理及び難民認定法で義務付けられ
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にじいろ国際協同組合

■監理団体からのお知らせ■

旧年12月の監査にご協力いただきありがとうございました。

本年も定期監査、定期面談は３月６月９月１２月となります。ご協力の程、宜しくお願い致します。

Vol.49発行 岡崎 紗彩

新年あけましておめでとうございます。

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

今年の干支でもある「蛇」は脱皮を繰り返すことから、新たなスタートや挑戦を象徴としている

といわれています。２０２５年度も今に満足せず実習生や特定技能外国人の皆様の充実した支援

ができるようスタッフ一同邁進してまいります。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

皆様のご健勝とご活躍を祈念し、新年の挨拶とさせていただきます。

にじいろ国際協同組合 代表理事 原口 和香奈

雇用保険率引き下げへ
マイナ保険証の確認を

お願いします
厚生労働省から令和６年１２月２３日に開催さ

れた「第201回 労働政策審議会職業安定分科

会雇用保険部会」の資料が公表され令和７年４

月度より雇用保険率の引き下げが発表されまし

た。

○雇用保険率（全体）令和６年度：１.５５％

↓

令和７年度：１.４５％

内訳 失業給付０.７％ 育児休業給付０.４％

二事業費０.３５%

※４月度より雇用保険率の算出にはご注意くだ

さい

令和６年１２月２日以降、健康保険証は発行さ

れなくなりマイナ保険証へ移行されています。

マイナンバーカードを申請しない場合は当面の

間、マイナ保険証を保有していない方全員に

「資格確認書」が交付されますのでマイナン

バーカードの申請は必須ではありませんが、企

業様のご判断で取得の場合は申請手続きを随時

お願いしております。

マーナンバーについての詳細は

でご確認ください。

厚生労働省 マイナンバーカード


